
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県警察では、振り込め詐欺などの特殊詐欺被害防止のため、コールセンターを

設置しました！ 

コールセンターの概要については以下のとおりですので、ご理解とご協力をお

願いいたします。 

１．目的は？ 

振り込め詐欺などの捜査の過程で、警察が押収した名簿に名前が登載され

ている県民の方々等については、犯行グループからの電話がかかるおそれが

あるため、振り込め詐欺などの犯行手口や被害防止対策について電話でお伝

えし、注意喚起を行うことで被害防止を図るものです。 

 

２．期間は？ 
令和元年５月 17 日から令和２年３月 31 日までの間 

３．誰が電話をかけているの？ 

県警察が業務委託している民間企業のプロのオペレーターが電話をかけて

います。 

４．コールセンターから電話があったらどうすればいい？ 

オペレーターがお伝えした心構えや注意点を是非覚えておいていただき、ご

家族などと情報共有してください。 

また、電話でお金の話をされるなど、不審な電話があった場合は迷わずに家

族や警察に相談してください。 

お問い合わせ先：各警察署生活安全課 

もしくは警察本部生活安全企画課 


